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（
条
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

新
法
第
百
三
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
法
律
行
為
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
時
効
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条

施
行
日
前
に
債
権
が
生
じ
た
場
合
（
施
行
日
以
後
に
債
権
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
因
で
あ
る
法

律
行
為
が
施
行
日
前
に
さ
れ
た
と
き
を
含
む
。以
下
同
じ
。）に
お
け
る
そ
の
債
権
の
消
滅
時
効
の
援
用
に
つ
い
て
は
、

新
法
第
百
四
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
旧
法
第
百
四
十
七
条
に
規
定
す
る
時
効
の
中
断
の
事
由
又
は
旧
法
第
百
五
十
八
条
か
ら
第
百
六
十
一

条
ま
で
に
規
定
す
る
時
効
の
停
止
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
事
由
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

３

新
法
第
百
五
十
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
権
利
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
う
旨
の
合
意
が
書
面
で
さ
れ
た
場
合

（
そ
の
合
意
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
新
法
第
百
五
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

附
則
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
っ
て
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）に
お
け
る
そ
の
合
意
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

４

施
行
日
前
に
債
権
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
債
権
の
消
滅
時
効
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
債
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条

施
行
日
前
に
設
定
契
約
が
締
結
さ
れ
た
債
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
対
抗
要
件
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
三

百
六
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
指
図
債
権
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条

施
行
日
前
に
生
じ
た
旧
法
第
三
百
六
十
五
条
に
規
定
す
る
指
図
債
権
（
そ
の
原
因
で
あ
る
法
律
行
為
が
施

行
日
前
に
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。）に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

施
行
日
前
に
債
務
者
が
遅
滞
の
責
任
を
負
っ
た
場
合
に
お
け
る
遅
延
損
害
金
を
生
ず
べ
き
債
権
に
係
る
法
定
利
率

に
つ
い
て
は
、
新
法
第
四
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

施
行
日
前
に
さ
れ
た
旧
法
第
四
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
損
害
賠
償
の
額
の
予
定
に
係
る
合
意
及
び
旧
法
第

四
百
二
十
一
条
に
規
定
す
る
金
銭
で
な
い
も
の
を
損
害
の
賠
償
に
充
て
る
べ
き
旨
の
予
定
に
係
る
合
意
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
債
権
者
代
位
権
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
八
条

施
行
日
前
に
旧
法
第
四
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
債
務
者
に
属
す
る
権
利
が
生
じ
た
場
合
に
お
け

る
そ
の
権
利
に
係
る
債
権
者
代
位
権
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
法
第
四
百
二
十
三
条
の
七
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
生
じ
た
同
条
に
規
定
す
る
譲
渡
人
が
第
三
者
に
対
し
て
有

す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
詐
害
行
為
取
消
権
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
九
条

施
行
日
前
に
旧
法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
債
務
者
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
し

た
法
律
行
為
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
行
為
に
係
る
詐
害
行
為
取
消
権
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
不
可
分
債
権
、
不
可
分
債
務
、
連
帯
債
権
及
び
連
帯
債
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
条

施
行
日
前
に
生
じ
た
旧
法
第
四
百
二
十
八
条
に
規
定
す
る
不
可
分
債
権
（
そ
の
原
因
で
あ
る
法
律
行
為
が

施
行
日
前
に
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。）に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
生
じ
た
旧
法
第
四
百
三
十
条
に
規
定
す
る
不
可
分
債
務
及
び
旧
法
第
四
百
三
十
二
条
に
規
定
す
る
連

帯
債
務
（
こ
れ
ら
の
原
因
で
あ
る
法
律
行
為
が
施
行
日
前
に
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。）に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３

新
法
第
四
百
三
十
二
条
か
ら
第
四
百
三
十
五
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
生
じ
た
新
法
第
四
百
三
十
二

条
に
規
定
す
る
債
権
（
そ
の
原
因
で
あ
る
法
律
行
為
が
施
行
日
前
に
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。）に
つ
い
て
は
、
適
用
し

な
い
。

（
保
証
債
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条

施
行
日
前
に
締
結
さ
れ
た
保
証
契
約
に
係
る
保
証
債
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

保
証
人
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
法
第
四
百
六
十
五
条
の
六
第
一
項
（
新
法
第
四
百

六
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
公
正
証
書
の
作
成
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

公
証
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
正
証
書
の
作
成
の
嘱
託
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新

法
第
四
百
六
十
五
条
の
六
第
二
項
及
び
第
四
百
六
十
五
条
の
七
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
法
第
四
百
六
十
五
条
の
八
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
作
成
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
譲
渡
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条

施
行
日
前
に
債
権
の
譲
渡
の
原
因
で
あ
る
法
律
行
為
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
債
権
の
譲
渡
に
つ

い
て
は
、
新
法
第
四
百
六
十
六
条
か
ら
第
四
百
六
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
債
務
の
引
受
け
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条

新
法
第
四
百
七
十
条
か
ら
第
四
百
七
十
二
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
締
結
さ
れ
た
債
務
の

引
受
け
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
記
名
式
所
持
人
払
債
権
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
四
条

施
行
日
前
に
生
じ
た
旧
法
第
四
百
七
十
一
条
に
規
定
す
る
記
名
式
所
持
人
払
債
権
（
そ
の
原
因
で
あ
る

法
律
行
為
が
施
行
日
前
に
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。）に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
弁
済
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
五
条

施
行
日
前
に
債
務
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
債
務
の
弁
済
に
つ
い
て
は
、
次
項
に
規
定
す
る
も
の

の
ほ
か
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
弁
済
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
弁
済
の
充
当
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
四
百
八
十
八
条
か
ら
第
四

百
九
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
根
抵
当
権
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条

施
行
日
前
に
設
定
契
約
が
締
結
さ
れ
た
根
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
三
百
九

十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
九
十
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
法
第
三
百
九
十
八
条
の
七
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
締
結
さ
れ
た
債
務
の
引
受
け
に
関
す
る
契
約
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

施
行
日
前
に
締
結
さ
れ
た
更
改
の
契
約
に
係
る
根
抵
当
権
の
移
転
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
三
百
九
十
八
条
の
七
第

四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
債
権
の
目
的
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条

施
行
日
前
に
債
権
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
債
務
者
の
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
四
百
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
五
条

施
行
日
前
に
利
息
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
利
息
を
生
ず
べ
き
債
権
に
係
る
法
定
利
率
に
つ
い
て

は
、
新
法
第
四
百
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
法
第
四
百
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
定
利
率
に
初
め
て
変
動
が
あ
る
ま
で
の
各
期
に
お
け
る
同
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
法
定
利
率
に
変
動
が
あ
っ
た
期
の
う
ち
直
近
の
も
の
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
直
近
変
動
期
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九

年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
施
行
後
最
初
の
期
」
と
、「
直
近
変
動
期
に
お
け
る
法
定
利
率
」
と
あ
る
の
は
「
年
三
パ
ー

セ
ン
ト
」
と
す
る
。

第
十
六
条

施
行
日
前
に
債
権
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
選
択
債
権
の
不
能
に
よ
る
特
定
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
四
百

十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
債
務
不
履
行
の
責
任
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
七
条

施
行
日
前
に
債
務
が
生
じ
た
場
合
（
施
行
日
以
後
に
債
務
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
因
で
あ
る

法
律
行
為
が
施
行
日
前
に
さ
れ
た
と
き
を
含
む
。
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
け
る
そ
の
債
務

不
履
行
の
責
任
等
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
四
百
十
二
条
第
二
項
、
第
四
百
十
二
条
の
二
か
ら
第
四
百
十
三
条
の
二
ま

で
、
第
四
百
十
五
条
、
第
四
百
十
六
条
第
二
項
、
第
四
百
十
八
条
及
び
第
四
百
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
法
第
四
百
十
七
条
の
二
（
新
法
第
七
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
は
、
施

行
日
前
に
生
じ
た
将
来
に
お
い
て
取
得
す
べ
き
利
益
又
は
負
担
す
べ
き
費
用
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い

て
は
、
適
用
し
な
い
。
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